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広域連携拠点施設（熱利用施設）整備運営事業

実施方針に関する質問への回答

Ｎｏ 頁 1 (1) ア （ｱ） a 項目等 質問内容 回答

1 4 1 (1) カ （ｱ） 事業方式
水泳指導補助は別途市町教育委員会との契約とありますが，契
約は，運営事業者と市町教育員会とが契約するのでしょうか。

SPCと市町教育委員会とが契約します。

2 6 1 (1) ク （ｱ） b
開業準備
業務の対

価

対価の支払は，開業準備業務終了後に事業者から請求書を発行
し1ヶ月後には支払われるとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。詳細は入札公告時にお示しします。

3 7 1 (1) ク (ｳ)
収入の還

元

本施設利用者等から得る収入が提案時想定を大きく上回った結
果，当初期待した以上の事業収益を享受できる場合は，その利益
の一部相当を事業者の提案による方法により，組合にキャッシュ
バックするものとする，とありますが，逆に提案時想定を下回った
場合については，一部補填することを想定されているとの理解で
よろしいでしょうか。

収入が提案時想定を下回った場合の補填は想定していません。

4 7 1 (1) ク (ｳ)
収入の還

元

組合市町の住民等に対する無料参加のイベント開催等，多様な
提案を期待する，とありますが，キャッシュバックではなく，上記の
ようなイベント提案等が望まれており，評価される，との理解でよ
ろしいでしょうか。

キャッシュバックは必須とし，その上でイベント提案等も期待してい
ます。

5 10 2 (2) イ （エ）

参加資格
確認申請
書の受付

参加資格確認申請書の受付締切日において入札参加者が1者の
場合は入札を中止するとありますが，中止した場合，事業内容を
見直し再公募を行うという理解よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 10 2 (2) イ （エ）

参加資格
確認申請
書の受付

参加資格確認申請書の受付締切日において入札参加者が1者の
場合は入札を中止するとありますが，参加資格確認時点では2者
応募者が存在し，その後1者が応募を辞退した場合も入札を中止
するとの理解でよろしいでしょうか。

参加資格確認申請書の受付締切後に辞退し，応募者が1者になっ
た場合，入札は中止しません。
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Ｎｏ 頁 1 (1) ア （ｱ） a 項目等 質問内容 回答

7 12 2 (3) イ (イ) b
入札参加

要件

・「官公庁が発注した公共施設等の建築一式工事を・・・施工した
実績」について，官公庁及び公共施設等の定義を教えてください。
公務員が利用する宿舎（公務員組合発注）の実績は認めて頂けま
すか。

「官公庁」は，官庁及び地方公共団体の役所とし，公務員組合の
発注実績は認めません。

8 13 1 （6） イ 敷地条件
「実施方針（案）に関する質問」No.57において，「敷地内の水路は
残してください」と回答されていますが，対象となる水路を図示にて
示していただけないでしょうか？

要求水準書（添付資料５）の仮設防災計画平面図をご確認くださ
い。素掘り側溝，町道新庄613号線の側溝及び計画対象①の既設
水路が対象です。

9 13 2 (3) ウ （イ）
入札参加
者の制限

組合市町の最新の競争入札参加資格者名簿のいずれにも登録さ
れていない者は入札参加者になることはできない。とありますが，
参加資格確認申請書の受付締切までに登録できる機会を設ける
という理解でよろしいでしょうか。

参加資格確認申請の受付については，年度途中での受付を行わ
ない市町もありますので，詳細は各市町のHP等で確認し申請して
ください。

10 26
資料1 リス
ク分担表

No.26，27物価変動について，主分担が組合と事業者の両者と
なっている理由，想定されている負担するリスクをご教示ください。

詳細は，入札公告時にお示しします。

11 28
資料1 リス
ク分担表

No.58維持管理，運営費用上昇について，組合の指示とはどのよ
うなものを想定されているのかご教示ください。

業務項目の追加等を想定しています。

12 その他
事業敷地は過去ゴミ焼却施設等の建設はなく，土壌汚染等は発
生していないという理解でよろしかったでしょうか。

事業敷地は，過去にごみ焼却施設がありましたので土壌汚染等
調査を行っており，今後，土壌汚染等処理を実施いたします。
閲覧資料である各報告書を公表しますので，ご確認ください。
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広域連携拠点施設（熱利用施設）整備運営事業

実施方針に関する意見への回答

Ｎｏ 頁 1 (1) ア （ｱ） a 項目等 意見内容 回答

1 7 1 (1) コ
光熱水費
の負担

光熱水費はサービス対価に含め、提案額に応じて、組合が定期
的に支払う、とありますが、昨今光熱水費が右肩上がりで上昇し
ている状況にあり、今後更なる高騰も想定されることから、事業者
リスクとせず、実費精算項目とすることをご検討ください。

原案どおりとします。
詳細については入札公告時にお示しします。
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広域連携拠点施設（熱利用施設）整備運営事業

要求水準書（案）に関する質問への回答

Ｎｏ 本編
添付
資料

参考
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

1 〇 4 1 (3) ア
整備面積

表

質問回答で「諸室ごとの想定面積から減少される場合は－5%を限
度とする。」となっていますが，例えば温浴施設140～200㎡につい
ては，133㎡（140×0.95）が下限と考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

2 〇 4 1 (3) ア 表1-1
各面積の指定は，エリアごとで設定されており，各室での指定は
無いとの認識で宜しいでしょうか。

各室での指定はしておりませんが，要求水準書（案）参考資料１必
要諸室リストを参考に各室の面積を設定してください。

3 〇 6 1 （3） ウ （ｵ） ※
大規模修繕の定義で具体的な金額は今後要求水準書に示される
という認識でよろしいでしょうか？

大規模修繕について，金額による定義は行わない予定です。

4 〇 7 1 (3) エ (ア) ｂ
開業準備
業務の対

価

本施設の開業準備業務に係るサービス対価について，事業者の
提案金額を基に決定した金額で，事業契約書に定める額を事業
者に対し支払うとありますが，支払い時期についてご教示くださ
い。

入札公告時にお示しします。

5 〇 8 1 (3) エ (ｳ)

本施設利
用者等か
ら得る収
入の還元

組合市町の住民等に対する無料参加のイベントの開催について
はどれぐらいの頻度を期待しているのでしょうか。

無料参加のイベントについては，多様な提案の一例として記載し
ているものであり，特に指定するものではありません。

6 〇 8 1 (3) エ (オ)
光熱水費
の負担

電気については，新ごみ焼却施設が自己託送とする可能性があ
るため，電気小売業との契約は一定の制限がかかるとあります
が，一定の制限についてご教示ください。

要求水準書（案）を修正します。本施設の受電（買電）について，新
ごみ焼却施設及び組合他施設と同一の電気小売事業者との契約
となる可能性があります。

7 〇 8 1 (3) エ （オ）
光熱水費
の負担

新ごみ焼却施設が自己託送を行う可能性があるため電気小売業
との契約に一定の制限がかかるとありますが，新ごみ焼却施設よ
り電気の提供を受ける場合無償で電気の提供を受けることができ
るという理解でよろしいでしょうか。

自己託送制度については，経済産業省（資源エネルギー庁）HPを
参照ください。新ごみ焼却施設より自営線による電気の直接供給
は行いません。
合わせてNo.6の回答を参照してください。

8 〇 8 1 (3) エ （オ）
光熱水費
の負担

電気小売業との契約は一定の制限がかかる。と記載ありますが，
詳細は協議により決定するという理解でよろしいでしょうか。
また，事業者は自由に電気小売業を選択し契約できるという理解
でよろしいでしょうか。

前段：No.6の回答を参照してください。
後段：No.6の契約内容より，良い契約内容の場合に限り可としま
す。
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Ｎｏ 本編
添付
資料

参考
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

9 9 1 (3) オ
事業スケ
ジュール

運営開始を早める提案は拒まないとありますが，運営開始を早め
た場合，その日数に応じた維持管理・運営費のサービス対価が別
途支払われるという理解でよろしいでしょうか。

運営開始を早めた場合でも，組合が支払うサービス対価は，予定
価格の範囲内となります。

10 〇 9 1 (3) オ
事業スケ
ジュール
（予定）

維持管理期間は，『施設引渡し日～』と示されておりますが，施設
引渡し日とは，建設・工事監理業務完了日と理解すればよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

11 〇 13 1 (6) ア
表1-3 事
業用地の

概要

熱源供給について，高温水（75～85℃）にて供給予定とあります
が，供給予定温度に満たない温水が供給された場合のリスクは貴
組合という理解でよろしいでしょうか。

要求水準書（案）添付資料9－1の内容（供給温度）を修正し，新ご
み焼却施設取り合い点で高温水（100℃程度）にて供給することと
します。事業者の責めに帰すべき理由以外（例：新ごみ焼却施設
の緊急停止等）で熱供給が行われなかった場合のリスクは組合と
します。リスク回避の方法として，予備ボイラーを設置することとし
ます。なお，予備ボイラー整備費用は設計・建設業務のサービス
対価に，また，当該設備に係る光熱水費または保守管理費等も維
持管理・運営業務のサービス対価に含まれるものとします。

12 〇 13 1 (6) ア 熱源供給

高温水供給温度を75～85℃とされておりますが，どのくらいの温
度低下を想定されておられますでしょうか。またボイラー等を使い
再度加熱しての使用を想定されておられますでしょうか。ご教示お
願いいたします。

前段：No.11の回答をご確認ください。
後段：予備ボイラーを常時再加熱する補助ボイラーとしての運用
は想定していません.

13 〇 13 1 (6) ア 熱源供給
高温水の供給量は1時間当り最低何tonを保証していただけます
でしょうか？

ごみ焼却施設側での最大熱交換量2,900MJ/hとし，300L/min程度
を想定しています。その範囲内で最大限有効かつ省エネルギーと
なるような熱利用方式についての提案を期待しています。なお，必
要に応じて協議を行うことも可能とします。

14 〇 14 1 （6） エ （ｱ） 表1-4
表で営業時間が示されていますが，プール，温浴施設等は，更衣
の時間を考慮して営業時間の範囲で利用時間を設定することは
可能でしょうか？

可能です。

15 〇 14 1 (6) エ （イ） 利用料金
学校利用に関する利用料金は事業者提案という理解でよろしいで
しょうか。
想定されている利用料金等がありましたらご教示ください。

利用料金は要求水準書（案）表1－5に示す金額を上限とし，学校
利用を含む団体利用等の料金形態は事業者提案とします。

16 〇 16 1 (6) エ （ウ） d
コミュニ

ティスペー
ス

占有利用を提案する際，イベント等を提案し利用者から利用料を
徴収する提案も可能という理解でよろしかったでしょうか。

自主事業として提案可能です。
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Ｎｏ 本編
添付
資料

参考
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

17 〇 17 1 （6） カ
2022年4月に健康増進施設の認定基準が緩和されていますが，最
新の基準が確保されていればよいという認識でよろしいでしょう
か？

お見込みのとおりです。

18 〇 19 2 (1) ゥ

設計体制
と主任技
術者の設
置・進捗管

理

配置する主任技術者，担当技術者については，資格要件，実績等
は問われないと理解して宜しいでしょうか。

お見込みのとおりですが，建築士法等の法令は順守してください。

19 〇 19 2 (2)
事前調査

業務

事前調査の中に土壌調査が記載されていますが，先に公表され
ました「敷地調査の結果と対策について」にて事前に対策工事が
行われるものと考えます。
設計業務として行う土壌調査はどのようなものを想定されている
のでしょうか。調査の必要とともに，ご提示ください。

土壌調査は不要とします。要求水準書（案）を修正します。

20 〇 23 2 (3) ア (ｴ)
ユニバー
サルデザ

イン

表2-1 ユニバーサルデザイン対応における基本的な考え方の中
に『風呂・洗い場・脱衣所の項目に脱衣所の洗面台は天板下を解
放し，車いすの入るスペースを設けること。』と示されております
が，洗面台の１カ所以上を満たすと考えてよろしいでしょうか。

男女毎に１か所以上として，お見込みのとおりです。

21 〇 24 2 (3) エ (ｱ) ａ (c)
各種機器
の集中管

理

『各種機器の集中管理パネルを事務室に設置し，』とありますが，
集中管理が必要な機器は，照明設備・空調設備・施設内放送設
備・警備防災設備・自動火災報知設備・自動閉鎖防排煙設備と理
解すればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。列記いただいた項目以外のものを含んで
も構いません。

22 〇 25 2 (3) エ (ｲ) ａ (b)
重要負荷
のコンセン

ト

『重要負荷のコンセントには避雷対策を講じること。』と示されてお
りますが，重要負荷として想定される機器があればお示しくださ
い。

重要負荷として把握している機器はありません。

23 〇 25 2 (3) エ (ｲ) ａ (ｇ)
照明の一
括管理

『各室において，照明の一括管理ができる』と示されております
が，『各室において』とは，各室ごとに集中リモコンスイッチを設け
れば，全館集中リモコンは不要と理解すればよろしいでしょうか。

全館でも照明の一括管理ができるようにしてください。要求水準書
（案）を修正します。

24 〇 25 2 (3) エ (ｲ) ａ (ｈ)
電源の一
括管理

『事務室等において，電源の一括管理ができる』と示されています
が，意図するところをご提示ください。

記載のとおりとします。
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Ｎｏ 本編
添付
資料

参考
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

25 〇 25 2 (3) エ (ｲ) ａ (i) 照明装置
『照明装置には，必要に応じて電球等の破損による破片の飛散を
防止する保護装置を設けること。』とありますが，LED照明を採用し
た場合，飛散の防止であれば，不要と考えてよろしいでしょうか。

LED照明においても，必要に応じて安全対策を講じてください。

26 〇 25 2 (3) エ (ｲ) ｂ (ａ)
情報通信

設備

『有線LAN 用の配管配線・情報コンセント（中継HUB を含む）を設
け，無線LAN（Wi-Fi ルーター含む）が利用できるよう整備するこ
と。』とありますが，無線LAN（Wi-Fi ルーター含む）等の機器は，必
要に応じてリース等で設置するなど，運営業務に含まれると考え
てもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

27 〇 26 2 (3) エ (ｲ) e (ｄ)
受変電設

備

『大雨による浸水に配慮し地階への設置は避けるが，洪水等の浸
水被害の可能性がない敷地であることから上層階への設置は必
須としない。』と示されておりますが，受変電設備は屋内設置が要
求水準でしょうか。
屋外設置キュービクルも可と考えてよろしいでしょうか。

地階以外に設置するなど，浸水被害を受けにくい配置としてくださ
い。

28 〇 26 2 (3) エ (ｲ) ｆ
直流電源

装置

『建築基準法に準拠し，非常用照明設備の非常電源として直流電
源装置を設置する。』と示されておりますが，非常用照明設備の電
源を別置型とし，蓄電池内蔵非常用照明器具でもよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

29 〇 27 2 (3) エ (ｲ) ｊ

自動火災
報知設備・
自動閉鎖
防排煙設

備

自動閉鎖防排煙設備とは，自動閉鎖設備（防火戸等）と防排煙設
備のことと考えてよろしいでしょうか。
自動閉鎖防排煙設備については，設ける場合の要求であり，計画
により不要であれば，なしと考えてよろしいでしょうか。

前段：自動で閉鎖する防排煙設備（防火戸等）の設置を求めてい
ます。
後段：お見込みのとおりです。

30 〇 28 2 (3) エ (ｳ) ｃ
自動制御

設備

『空調設備と換気設備は，遠方発停制御が可能とすること。』とあ
りますが，全ての室について遠方発停制御が必要でしょうか。
遠方発停制御が必要と想定される室をお示しください。

前段：記載のとおりとします。
後段：空調設備と換気設備を設置している室を想定しています。

31 〇 29 2 (3) エ (ｴ) ａ (ｃ) 給水設備
『災害応急対策活動上必要な給水機能を確保する。』と示されて
おりますが，災害応急対策活動上必要な給水機能とはどのような
機能を想定されておられますでしょうか。

事業者提案や事業者と構成市町が締結する災害協定によります
が，常設とすることを求めるものではありません。

32 〇 29 2 (3) エ (ｴ) ｃ （e）
衛生設備

等

『メンテナンスのしやすさを考慮し，地下ピットを設けること。』と示
されておりますが，配管のある部分はすべてピットを設けると考え
てよろしいでしょうか。

お見込みのとおりですが，メンテナンスのしやすさを考慮しながら
臨機応変に計画してください。
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参考
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

33 〇 30 2 (3) エ (エ) e (b)
熱利用設

備

返送する温水は供給時と同一の水質を保ち返送するとあります
が，新ごみ焼却施設から送られてくる温水の水質が基準に満たし
ていない場合，事業者は水質改善義務を負わないという理解でよ
ろしいでしょうか。

基本的にお見込みのとおりですが，事業者にて設置した熱供給設
備の不具合や保守管理の不備に起因して水質基準が保たれなく
なった場合は，事業者にて賠償責任を負うことになります。

34 〇 30 2 (3) エ (エ) f (c) ろ過設備
計画入浴者数と記載ありますが，入浴者数は事業者が計画すると
いう理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりですが，風呂・洗い場にて示している「男女別に
1時間当たりの利用者を30名以上として計画すること」は順守して
ください。

35 〇 31 2 (3) オ (ｲ) 上水道
上水道の引き込みに係る負担金については組合の負担と考えて
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

36 〇 33 2 (3) カ (ｱ)

災害時等
の施設安
全性の確

保

『災害等の発生時に施設利用者が一時的に退避できるスペースを
確保すること』と示されておりますが，これは『(ｲ) 避難所利用諸
室』に示される，『災害時に避難所として利用される諸室』と同一の
スペースとの理解でよろしいでしょうか。

災害等の発生時に施設利用者が一時的に退避できるスペースは
施設の利用導線に関わるため，事業者提案とします。
なお，(ｲ) 避難所利用諸室の記述は全文削除するよう，要求水準
書（案）を修正します。

37 〇 33 2 (3) カ （ｱ）
避難所利
用諸室

避難所利用及び温浴施設の一般開放については，別途締結する
事業者との災害協定によるところとする。と記載ありますが，避難
所利用に関する対応費については，災害協定にて取り決めた費
用を貴組合にて負担いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

災害協定に基づき発生した経費の負担については，基本的には
利用者（組合市町）負担となりますが，災害協定の締結の際に別
途協議し決定することを想定しています。

38 〇 33 2 (3) カ (ｲ)
避難所利
用諸室

災害時に避難所として利用される諸室の環境として必要な設備
（照明・空調・換気・衛生）についてご指示下さい。その環境確保の
ために非常用発電機設備の必要があると考えてよろしいでしょう
か。

前段：避難所としての利用は，完成後の本施設の諸室形態により
判断されると想定しています。
後段：本事業における非常用発電機の設置は想定していません。

39 〇 33 2 (3) カ (ｲ)
避難所利
用諸室

避難所としての利用及び「温浴施設」の一般開放については，別
途締結する事業者と組合市町との災害協定によるとありますが，
災害時の利用を可能とする設備の設置が必要があると考えてよろ
しいでしょうか。また，給湯に必要な熱利用設備の供給はあるもの
と考えてよろしいでしょうか。

前段：災害時の温浴施設の一般開放については，停電や断水の
復旧後に使用可能となった状態からを想定しています。災害時の
利用を可能とする自家発電設備や給水機能を設ける想定はあり
ません。
後段：新ごみ焼却施設は災害発生時の緊急停止後，48時間以内
の復旧を目指しており，熱供給配管等に損傷がない場合は熱供
給も同時に復旧することを見込んでいます。
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Ｎｏ 本編
添付
資料

参考
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

40 〇 34 2 (3) キ （ｱ） ａ (c) 屋内温水

学校利用時において45人以上が同時利用する計画とありますが，
実施方針の質疑回答にて1度に利用する想定最大人数は45人と
回答いただいております。最大45人か45人以上のどちらが正しい
のでしょうか。

屋内温水プールの施設整備において，学校利用時において45人
以上が同時利用する計画としてください。

41 〇 35 2 (3) キ （ｱ） ｃ (b) 器具庫
学校利用時に使用する備品は事業者にて用意するとありますが，
備品整備にはサービス対価を活用しても良いとの理解でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

42 〇 35 2 （3） キ （ｱ） C （ｂ）

学校利用時に使用する備品について，提供された備品リストに
載ってないものは別途予算化されるという認識でよろしいでしょう
か？

本事業において別途予算化する予定はありません。

43 〇 35 2 (3) キ （ｱ） ｃ (b) 備品

学校利用時に使用する備品については，学校利用がない時は，
一般利用できるという認識でよろしいでしょうか。また，学校利用
備品と一般備品は分けて保管した方がよろしいでしょうか。分ける
場合は，「参考資料2　備品等リスト」も分けてお示しいただきたい
です。

前段：お見込みのとおりです。
中段：学校利用は将来的なものであるため，学校利用のために用
意する備品はありません。
後段：前段及び中段のとおりです。

44 〇 36 2 (3) キ （イ） ｂ スタジオ
スタジオの設置位置はトレーニング室に併設して設置する必要は
なく，位置は事業者提案という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

45 〇 38 2 (3) キ (ｵ) a
エントラン
ス・ロビー

概ね130㎡以上を確保する。風除室を設置すること。との記載があ
りますが，風除室を含んで130㎡以上を確保すると考えてよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

46 〇 39 2 (3) キ (ｵ) ｃ (ｂ)
救護室・監
視スペー

ス

『救護室・監視スペースは事務室内とし，AED（自動体外式除細動
器）を設置すること。』と示されておりますが，ｆ その他（ｂ）には，『Ａ
ＥＤは事務室付近の廊下に設置すること」との記載もあり，要求の
設置位置が異なります。
どちらの設置かお示しください。もしくは2か所の必要があれば，お
示しください。

要求水準書（案）及び参考資料２　備品等リストを修正します。AED
（自動体外式除細動器）は2か所以上設置してください。
また，AED の適正配置に関するガイドライン（平成30年12月25日
一般財団法人日本救急医療財団）等の最新の基準を基に設定し
てください。

47 〇 39 2 (3) キ （オ） f (b) その他
AEDを事務室付近の廊下に設置すること。とありますが，救護室・
監視スペースに設置するAEDとは別にAEDを設置する必要がある
という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。No.46の回答もご確認ください。
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Ｎｏ 本編
添付
資料

参考
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

48 〇 40 2 (3) キ (カ) a (h) 駐車場
「バス専用の車寄せ及び一時待機スペースを整備すること」とあり
ますが，対象とするバスの大きさをご教授ください。

現時点では具体的な想定はありませんが，学校利用にて利用す
る児童が全員乗れる大きさとして，大型バスの想定で提案してくだ
さい。

49 〇 41 2 (3) キ （ｶ） ｄ (g)
サイン計

画

町道613号線に面し，視認しやすい位置に1か所以上設置するこ
と。との記載がありますが，設置ヶ所の土地所得もしくは所有者と
の賃料等の負担は事業者となるのでしょうか。

事業用地内での設置を想定しています。

50 〇 44 3 (1) イ 業務期間
令和8年11月末日までに建設工事を完了すること。とありますが，
記載の時期より前倒しで工事を完了しても良いとの理解でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

51 〇 51 4 （1） イ
統括管理業務の業務開始日は，運営開始日を基に事業者が計画
とありますが，設計・建設期間を含むという認識でよろしいでしょう
か？

お見込みのとおりです。要求水準書（案）等を修正します。

52 〇 52 4 (2) ア （a) 実施体制
適切に管理運営することができる人員の配置を行うこととあります
が，適切に管理ができれば非常駐でも問題ないという理解でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

53 〇 52 4 (2) ア (b) 実施体制
防火管理者を配置するとありますが，施設に勤務する職員を防火
管理者に選任すれば良いとの理解でよろしいでしょうか。

甲種防火管理者の資格を有する者を１名配置することとし，常駐
は必須ではありません。

54 〇 55 5 (2) ア (d) 広報活動
環境学習用DVDを作成するとありますが，紹介内容の情報提供等
は貴組合より共有いただき，事業者が作成するという理解でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

55 〇 59 6 (1) キ (ｲ） 実施体制
総括責任者と各業務責任者は兼務可能との理解でよろしいでしょ
うか。

兼務可能とします。

56 〇 63 6 (3) イ (b)
日常保守
点検業務

点検の結果，大規模な補改修の必要が見込まれるときは，見積を
提出し協議の上施工する。とありますが，改修を実施する場合の
費用は貴組合負担という理解でよろしいでしょうか。

協議の結果，大規模改修に当たる場合は別途組合が予算を確保
するものとし，その他の場合は修繕費での対応とします。
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頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

57 〇 69 6 (8) (d) 修繕業務
必須施設の修繕に必要な経費として，年間5,000千円(税別)を計
上する。とありますが，年間の修繕費が5,000千円を超えた場合，
貴組合にて修繕を実施いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

事業期間中に，維持管理業務に係るサービス対価の一部として毎
年度5,000千円（税別）を支払う事としており，経常修繕及び計画修
繕についてはその総額の範囲内で実施いただくことを期待してい
ます。なお，単年度内に消化しなかった修繕費用は翌年度以降に
繰り延べて消化することも可能です。

58 〇 69 6 (8) (d) 修繕業務

年間5,000千円計上するとありますが，事業期間である20年×
5,000千円/年＝100,000千円/20年が本事業にて事業者が使える
修繕費であると理解していますが，100,000千円を超えた修繕は貴
組合にて実施いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

No.57の回答を参照してください。

59 〇 69 6 (8) 修繕業務

必須施設の修繕に必要な費用として，年間5,000千円（税別）を計
上し，組合はこの金額を維持管理業務に係るサービス対価の一
部として，毎年支払うこととする，とありますが，修繕費としては
「5,000千円」を固定額として提案し，経常修繕にかかった実績金額
の変動リスクは事業者が負担する，との理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

60 〇 70 7 (1) ア
業務の対
象範囲

運営業務に際して必要と考えられる消耗品はサービス対価を利用
して用意・更新するという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

61 〇 73 7 （1） ケ （ｶ）
要件を満たさない従業員（短期アルバイト等）は健康診断の対象
ではないという認識で良いでしょうか？

事業者の提案によるものとします。

62 〇 74 7 (1) ケ （キ） (c)
緊急時の

対応

災害時等の対応として生じた経費や修繕費は協議とありますが，
費用については全て貴組合に負担いただけるとの理解でよろしい
でしょうか。

災害協定に基づき発生した経費の負担については，基本的には
利用者（組合市町）負担となりますが，災害協定の締結の際に別
途協議し決定します。

63 〇 81 7 (7) イ (a)

組合市町
の占用利
用調整業

務

自主事業を行える日程の範囲を把握するために，組合市町による
占用利用について，年間何日ぐらいを想定しておられるかお示しく
ださい。

現時点で，組合市町による占用利用の想定はありません。
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頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 質問内容 回答

64 〇 81 7 (7) イ （a)

組合市町
の占有利
用調整業

務

組合市町による占有利用を実施される場合，予め規定した占有利
用料金を徴収できるという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

65 〇 82 7 （8） （ｄ）
「学校利用を優先」とありますが，学校利用により，計画している自
主事業が開催できない場合は，補填等考慮していただけますか？

 要求水準書（案）を一部修正します。学校利用については，各事
業年度の前年度に教育委員会との協議を行うため，自主事業は
学校利用の導入の状況を踏まえて計画し，実施していただくことを
想定しています。学校利用を優先することにより事業収入の減少
が発生した場合の補填や，定休日に学校利用を実施することに伴
う経費は各教育委員会との契約の中で学校利用の対価に含むも
のと考えており，本事業において組合から補填は行いません。

66 ３－１
事業用地
敷地範囲

図

事業者は事業用地範囲内で本事業の事業用地範囲を設定，提案
できるという理解でよろしいでしょうか。

事業用地範囲内で整備対象範囲を設定，提案することは可能で
すが，事業用地範囲を狭めることはできません。No.68の回答も参
照してください。

67 ３－１
事業用地
敷地範囲

図

事業用地範囲を設定できる場合，事業用地範囲外は管理が不要
であり，事業用地範囲外において発生したトラブル等の責任は貴
組合が負うという理解でよろしいでしょうか。

事業用地範囲の設定については，No.66の回答のとおりです。な
お，整備対象範囲を含む事業用地範囲は，全て維持管理業務の
対象範囲であり，そこで発生したトラブル等の責任は原則として事
業者が負うものとします。

68 3-1 敷地条件

「（添付資料3-1）事業用地敷地範囲図」に事業用地範囲と計画対
象①，計画対象②が示されていますが，事業用地範囲が計画敷
地と考えてよいでしょうか？また各範囲に計画上の制約等はあり
ますでしょうか？

前段：計画対象①・②が要求水準に示す整備対象範囲です。計画
対象①・②以外の事業用地範囲は，維持管理業務の対象範囲で
あり，事業者の提案により通路や階段等を整備することも可能とし
ます。
後段：計画対象①については，50cmを超える形質変更を行うと都
市計画法第33条に基づく開発行為許可申請が必要となります。ま
た，土壌汚染対策法基づく届出の必要があります。また，計画対
象②については，旧倉庫跡地を掘削する場合に土壌汚染対策法
に係る制約があります。詳細については閲覧資料の資料６　土壌
汚染等調査報告書をご確認ください。

69 4 液状化
地質調査報告書によると砂質土が確認されております。液状化に
ついて何か試験はされておりますか。又は，される予定はあります
か。今回工事について液状化対策はどの程度お考えですか。

液状化は想定していません。

70 〇
参考資料2
備品等リ

スト

備品等リストに記載の数量については，参考という理解でよろしい
でしょうか。
例えば諸室計画の中で記載数量以上の備品が必要なケースもあ
れば記載数量を配置できないケースもあるため，数量を参考とし，
事業者の自由な提案としていただけないでしょうか。

お見込みのとおり。
備品の品目，仕様及び数量において合理的な範囲内で事業者の
提案を可とします。
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71 〇
参考資料2
備品リスト

提供された備品リストの全てが笠岡市物品管理規則の適用を受
けるものではなく，参考という認識でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。No.70の回答と合わせてご確認ください。

72 〇
参考資料2
備品リスト

トレーニング機器について内訳別紙となっていますが，要求水準
に示されるという認識でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。

73 〇

参考資料3
学校利用
に関する
支援業務

学校利用の利用回数等は未定とありますが，参考に直近3年間の
水泳事業の実施回数をご教示ください。

入札公告時にお示しします。

74 〇

参考資料3
学校利用
に関する
支援業務

学校利用に関する期間について，笠岡市は定休日を利用して利
用することを想定と記載ありますが，実施期間は６月～7月に限ら
ず年間の内の定休日を利用することを想定しているという理解で
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

75 〇

参考資料3
学校利用
に関する
支援業務

学校利用に関する期間について，里庄町については6月～7月に
実施することを想定と記載があることから，平日での実施を想定し
ているという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

76 〇

参考資料3
学校利用
に関する
支援業務

「（参考資料3）学校利用に関する支援業務」【共通事項】（3）に「男
女別に45名程度実施する可能性があることから・・・」とあります
が，これは男女混合で計45名と考えてよろしいでしょうか？

お見込のとおりです。ただし，校種によっては男子のみ，女子のみ
で実施することを想定している組合市町もあります。
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広域連携拠点施設（熱利用施設）整備運営事業

要求水準書（案）に関する意見への回答

Ｎｏ 本編
添付
資料

参考
資料

頁 １ (1) ア （ｱ） ａ （a) 項目等 意見内容 回答

1 〇 6 １ (3) ウ (ｶ） 運営業務

運営業務を列挙いただいておりますが，P38（オ）ロビーaエントラン
ス・ロビー(d)でお示しいただいている「利用者の環境学習に繋が
る展示」が運営業務に含まれていないため，追記されてはいかが
でしょうか。

要求水準書（案）へ追記します。

2 〇 14 1 (6) エ （ｱ）
営業日数・
営業時間

営業時間が平日，土日祝日同様とする。と記載ありますが，時期
や施設用途により需要変動があるため，適切な運営を行えるよう
営業時間の設定は事業者の提案としていただきたく。ご検討お願
い致します。

「営業時間は，表1－4を基本としつつ，曜日や施設別の設定につ
いては事業者提案を可とする。」に要求水準書（案）を修正します。
なお，表1－4に示す以外の内容を提案する場合には，提案までに
事前に組合と協議してください。

3 〇 34 2 (3) キ （ｱ） a (a)
温水プー

ル

レーン幅は均等とすること，とありますが，(d)に障がい者が車椅子
で入水できるスロープ形式のレーンを設けることとあります。その
ため，入水できるレーンは車椅子幅にも配慮して，他のレーンより
も広くとることも可能とされてはいかがでしょうか。

要求水準書（案）を修正します。

4 〇 52 4 (2) ウ （a)
定例会議
の開催・運

営

月1回以上定例会議を実施するとありますが，開催頻度として月1
回以上は過度に実施する想定であり，事業者としても負担が大き
いと思料いたします。
事業者の負担軽減のため，4半期に1回をベースに，必要に応じて
臨時に定例会を開催する頻度に変更いただけないでしょうか。

会議の頻度については，事業者の提案を踏まえ，組合が決定しま
す。

5 10

主な維持
管理業務
項目詳細

一覧

維持管理業務の項目及び実施回数が示されていますが，本書の
通り業務を実施すると規定されると，仕様発注方式に近くなり，PFI
の主旨である事業者の創意工夫や提案を発揮できる余地がなく
なるため，本書は参考とし，業務内容や回数は提案とさせていた
だけないでしょうか。

ご意見として承ります。
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